
 

 

１. 変更内容 

（１）オンライン業務の新規追加 

（Ａ）「蔵入等航空貨物到着確認（ＢＡＳ）」業務の新設 

航空貨物の蔵入等承認申請（併せ運送兼用）に対して搬入先の利用者（システム参加）でも到着確認

が実施できるようＢＡＳ業務を新設する。 

①対象手続きは以下の通りとする。（ＣＡＳ業務と同様） 

・蔵入承認申請 

・移入承認申請 

・総保入承認申請 

・展示等申告 

②入力者は航空会社、機用品業、保税蔵置場とする。 

③ＤＢチェックは輸入申告ＤＢチェックのみとし、航空輸入貨物ＤＢチェックは実施しない。 

 （チェック内容はＣＡＳ業務と同様） 

④輸入申告ＤＢに到着確認した旨、削除対象の旨を登録する。（更新内容はＣＡＳ業務と同様） 

⑤添付ファイル管理ＤＢに入力された申告等番号に係る情報が存在する場合は、削除対象の旨を登録

する。（更新内容はＣＡＳ業務と同様） 

⑥輸入貨物情報が存在する場合（ＯＵＴ業務実施後、一定期間内（７日間（日曜・祝日を除く）））

は業務履歴情報を更新する。なお、輸入貨物情報がシステムから削除された後にＢＡＳ業務を実施

した場合はエラーとしない。 

⑦ＩＡＷ業務でＢＡＳ業務の更新履歴を参照できる情報は以下の指定情報となる。 

・概要情報（ＳＭＲＹ） 

・履歴情報（ＨＩＳＴ） 

 

（２）オンライン業務の変更 

 （Ｂ）ＣＡＳ業務の変更 

ＣＡＳ業務が実施された場合は、ＩＡＷ業務で業務が実施された履歴を出力する。 

①輸入貨物情報が存在する場合（ＯＵＴ業務実施後、一定期間内（７日間（日曜・祝日を除く）））

は業務履歴情報を更新する。なお、輸入貨物情報がシステムから削除された後にＣＡＳ業務を実施

した場合はエラーとしない。 

②ＩＡＷ業務でＣＡＳ業務の更新履歴を参照できる情報は以下の指定情報となる。 

・概要情報（ＳＭＲＹ） 

・履歴情報（ＨＩＳＴ） 

 

２. 変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

・「蔵入・移入・総保入・展示貨物到着確認(ＣＡＳ)」業務 

・「蔵入等航空貨物到着確認（ＢＡＳ）」業務（新設） 

 

３. 特記事項 

パッケージソフトのバージョンアップが必要。 
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＜航空業務＞ 
航空ＩＭ併せ運送兼用時の到着確認の仕様変更 

機
能
概
要 

＜変更前仕様＞ 

（Ａ）航空貨物の蔵入承認申請（併せ運送兼用）は税関による「蔵入・移入・総保入・展示貨物到着確認(Ｃ

ＡＳ)」業務を実施している。 

（Ｂ）税関によるＣＡＳ業務実施後、「輸入貨物情報照会（ＩＡＷ）」業務でＣＡＳ業務が実施された履歴

が出力されない。 

＜変更後仕様＞ 

（Ａ）航空貨物の蔵入承認申請（併せ運送兼用）に対して搬入先の民間利用者においても到着確認が実施で

きるよう新規業務を新設する。 

（Ｂ）税関によるＣＡＳ業務及び民間利用者による新規到着確認業務が実施された場合は、ＩＡＷ業務で業

務が実施された履歴を出力する。 



 

 

なお、端末テンプレートについては１２月２１日（金）０時から新規テンプレートに切り替わるように

制御する。 

 

４. リリース予定日／サービス開始予定日 

平成３０年１２月２０日（木）オン中リリース（１９：００～２１：００） 


